
京都府指定 乙訓福祉会・居宅介護従業者（障がい者ヘルパー）養成研修 
2 0 1 7 年 度 第 ３ 期  重 度 訪 問 介 護 従 業 者 課 程  実 施 要 綱  
 

 

社会福祉法人 乙訓福祉会の公益事業、「居宅介護従業者(障がい者ヘルパー)養成研修事業」の一

環として実施予定の研修課程の要綱を、以下に示します。 

 

 

１．研修課程名称 

「乙訓福祉会居宅介護従業者養成研修事業 2017 年度 第３期 重度訪問介護従業者課程」  

（京都府知事指定  平成３０[２０１８]年２月８日付３０障第２８０号研修（以下、この研修としま

す。）） 

 

 

２．事業実施主体、及び事業実施の目的 

社会福祉法人 乙訓福祉会（以下、当会）、｢乙訓福祉会・ライフサポート事業所 居宅介護従業者

養成研修部門｣が主体となり、地域で生活する障害のある方を支える居宅介護従業者（障がい者ヘ

ルパー）の養成を目的に事業を実施致します。 

 

 

３．開講課程 

「障害者総合支援法」及び,『指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるも

の』（平成 18 年 9 月 29 日 厚生労働省告示第 538 号）第 1 条 3 項に基づく,重度訪問介護従業

者養成研修の「基礎課程」(10 時間),及び「追加課程」(10 時間)の併修課程を,開講いたします。 

尚、この研修の修了後は、「障害者総合支援法」に基づく居宅介護従業者（障がい者ヘルパー）

として､障害支援区分４以上で全身性障がいのある方への「重度訪問介護」、及び 各市町村が実施

する全身性障がいのある方への「移動支援(ガイドヘルプ)事業」の従業者としてご活躍いただけま

す｡ 
 
 

 

４．受講資格 

①障がいのある方の地域での生活支援に対して熱意があり､原則として、当会の運営する「乙訓福

祉会・ライフサポート事業所 居宅介護等部門」においてヘルパーとして従業を希望される､15

歳以上の方とします。（研修の受講が､乙訓福祉会・ライフサポート事業所での従業を強要するものではありま

せん） 

②２日目の車椅子での外出介護実技実習では、研修会場の乙訓の里周辺の距離約４km を２～３時

間かけて徒歩で移動することとなりますので、体力面に問題のない方とします。 

 

 

５．実施期日 

学科研修は２０１８年３月１８日(日)、２１日(水・祝)午前、実習を３月２１日(水・祝)午後（移

動実習）及び２０１８年３月２２日(木)～２０１８年４月 2７日(金)迄の間においての任意の１日

（生活支援介護実技実習）の合計 3 日間(20 時間)開講いたします。 

 

 

６．定員  受講定員は概ね３名から２０名程度とします。 

 

 

７．受講費用 

受講費用総額は、学生７,000 円、一般 10,000 円といたします。 

なお、この費用には、講義・演習時に使用する 資料(約 70 ページ)などの教材費、実習費、賠

償責任保険料等すべて含まれています。 

 

 

８．研修カリキュラム…別紙に示します。 
 
 



 
９．講師氏名一覧 
 以下の講師が,科目毎に分担しながら実施するものといたします。 
 
特別講師 ・地域で自立生活をおこなう、全身性障がいのある、乙訓福祉会 利用者の方 
 

研修講師（*補助講師）  
・八木みさを（訪問看護ステーションアゼリア／看護師）   

・若林 環 （片岡診療所／看護師） 
・後田 桂 （乙訓福祉会／看護師） 
          ◇ 
・三宅 州人 （乙訓福祉会統括事業長/介護福祉士） 
・坂本 忍   （乙訓福祉会／社会・介護・精神保健福祉士） 
・畑  秀和 （乙訓福祉会／介護福祉士） 
・石田 量子 （乙訓福祉会／介護福祉士） 
・中山 裕介 （乙訓福祉会／介護福祉士） 
・岡田 洋之  （乙訓福祉会／介護福祉士）＊ 
・山条 益由 （乙訓福祉会統括事業長/介護福祉士） 
・久保田 美香（乙訓福祉会／介護福祉士） 
 

・長谷川 修 （乙訓福祉会／介護福祉士） 
・小原 一郎 （乙訓福祉会／社会・介護福祉士） 
・玉谷 和宏 （乙訓福祉会／介護福祉士） 
・田中 幸子 （乙訓福祉会／介護福祉士）* 
・並川 華子 （乙訓福祉会／社会・介護福祉士） 
・名高 祐子 （乙訓福祉会／社会・介護・精神保健福祉士）＊ 

・中川 法明 （乙訓福祉会／介護福祉士）* 
・富木 満  （乙訓福祉会／介護福祉士）* 
・藤原 智子 （乙訓福祉会／介護福祉士）* 
・山本 建三 （乙訓福祉会/介護福祉士）＊ 
・西田 恵里子（乙訓福祉会／社会・介護福祉士）＊ 
・辻本 彩  （乙訓福祉会／介護福祉士）＊ 
 

 

 

１０．研修会場（当会ホームページ http://www.otokunifukushikai.com/ 内の地図参照） 

基本的には、当会の乙訓の里（京都府長岡京市下海印寺川向井 20-3）を中心に実施します。 

また実習については､事前調整の上当会運営の、下記の事業所の何れかにおいて実施致します。 
≪ﾍﾙﾊﾟｰ登録希望の方≫ 福祉ホーム｢ハイツ竹とんぼ｣（長岡京市金ヶ原平井２４／ＪＲ長岡京駅西口、もし

くは阪急長岡天神駅より阪急バス「[1]系統もしくは[3]系統：金ケ原・円明寺ケ丘（循環）」に乗車（１時間

４～5 本程度）で「金が原中バス停」下車徒歩 3 分）、もしくは 当会契約の利用者様の自宅…等 
≪上記以外の方≫ 身障者対象通所施設(生活介護) ｢乙訓の里｣ 

 

 

１１．研修修了の認定方法および修了証の発行について 

全科目受講修了が、要件となります。遅刻・早退をされた場合は認定されませんのでご注意くだ

さい。 

研修修了者には「修了証☆」が交付され、前述のように「障害者総合支援法」に基づく、重度訪

問介護従業者や,全身性障がい者への移動支援従事者等としての業務に携ることが可能となります。 

尚、この研修の修了者は、京都府が管理する修了者名簿に記載されることをご了解願います。 

☆「修了証」交付には、京都府との事務手続き上、研修参加者全員が研修事業を終了してから、

概ね 1 ヶ月程度必要です。その旨ご了承下さい。 

 

 

1２．参加申し込みの方法について 
重度訪問介護従業者養成研修申込書にすべての事項を入力して頂き、遅くとも ３月１６日(金) 

迄に、下記の E メールアドレスにお申し込みください。 

※E メールでの申し込みが不可能な方は、下記にご連絡下さい。 

なお、受講は原則、当事業所への登録希望のある方を優先に、先着順とさせていただいています。 
 

＜お問い合わせ先＞  社会福祉法人 乙訓福祉会 
乙訓福祉会・ライフサポート事業所 （研修担当：三宅、槇内） 

〒617‐0836 京都府長岡京市今里西ノ口１７－９ 
ファックス (０７５)８７４－６５１０   電話 (０７５)８７４－７３７３ 

ホームページ http://www.otokunifukushikai.com/ 

Ｅメール  lifes.otokunif@iaa.itkeeper.ne.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

《別紙》 

乙訓福祉会・居宅介護従業者（障害者ヘルパー）養成研修 
2017 年度 第３期 重度訪問介護従業者課程 (全 20 時間) 

（京都府知事指定 平成３０[20１８]年２月８日付 「３０障第２８０号」研修） 

カ リ キ ュ ラ ム 表 
 

年/月/日 時 間 ／ 会 場 
時

間 
科 目 名 ・ 内 容 

種

別 
担 当 講 師 

2018 

３/2２ 

～ 
４/27  

の間の平日

の内何れか 

1 日 

９：30～16：00 
｢ 乙 訓 の 里 ｣ 

 
もしくは 

13：30～19:30 
｢ ハ イ ツ 竹 と ん ぼ ｣ 

5.5 

基礎的な介護とコミュニケーションの技術に関する実習

[2.5h] ／重度障がい者の介護サービス提供現場での実習

[3h]  

「 生 活 支 援 介 護 実 技 実 習 」 
 
▽車椅子利用者の移乗の方法▽緊急対応留意点▽食事▽排泄▽尿

失禁▽体位▽姿勢交換▽身体の清潔など 

 

※当会で、ヘルパー登録を希望される方は「ハイツ竹

とんぼ」での実習を、ご希望いただき、実習当日「履

歴書」をご持参いただけましたら幸いです。 

実

習 

三宅・山条 

坂本・石田 

久保田・玉谷 

田中・並川 

富木・藤原 

名高・中川 

中山・岡田 

西田・辻本 
(分散して担当) 

  

2018 

３/１８ 

（日） 

8：45～9：00(開場 8:30) 

｢ 乙 訓 の 里 ｣ ― 受     付 ( 受 講 手 続 き 等 を 願 い ま す ) 
―-- 

9：0 0～9：2 0 
｢ 乙 訓 の 里 ｣ 

― 開 講 式 ・ オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 

9：20～1２：20 
｢ 乙 訓 の 里 ｣ 

２ 

重 度 身 体 障 が い 者 の 地 域 生 活 に 関 す る 講 義 

「全身性障がい者の地域生活支援概論」 
※ 障がい当事者特別講師の講義を含 

▽障がい者ヘルパーの職業倫理▽「障害者総合支援法」等、障が

い福祉制度とヘルプサービスの現状▽障がい者福祉の歴史▽障が

いの定義▽障がい者福祉の理念▽地域生活の意義 

講

義 

三 宅 州 人 

山 条 益 由 

小 原 一 郎 

畑  秀 和 

玉 谷 和 宏 

のいずれかが 

担当 ２ 

医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障がい及び支

援に関する講義 

「全身性障がい者の疾病・障がいの理解」 
▽医療的ケアも必要な方を含む、常時介護を要する「脳性麻痺」「脊

椎（頚椎）損傷」「ＡＬＳ」「筋ジストロフィー」等の方の、「機能

障がい」としての障がい理解 

1３：00～17：３０
｢ 乙 訓 の 里 ｣ 

3 

基礎的な介護技術に関する講義[0.5h]／コミュニケーション

の技術に関する講義[1.5h] ／医療的ケアを必要とする重度

訪問介護利用者の障害及び支援に関する講義 [1h] 

「 全 身 性 障 が い 者 へ の 介 護 概 論 」 

▽医療的ケアも必要な方を含む、常時介護を要する方の居宅での

介護の「目的」「基本原則」「ニーズ」「基本的対応（食事・入浴・

排泄）」「特徴とすすめ方」「リハビリテーションの視点」「家族支

援」「姿勢保持の重要性」「コミュニケーション」「事故防止等」「車

椅子や装具、座位保持装置等と福祉用具の活用」等について 

三 宅 州 人 

久 保 田  美 香 

畑  秀 和 

玉 谷 和 宏 

石 田 量 子 

藤 原 智 子 

のいずれかが 

担当 

2018 

3/21 

（水・祝） 

9 ： 0 0 ～ 1 0 ： 0 0 

｢ 乙 訓 の 里 ｣ 
１ 

医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障がい

及び支援に関する講義 

「 基 礎 医 学 一 般 」 講

義 

八 木  み さ を 

若 林  環, 

後 田  桂 

のいずれかが 

担当 

10 :00～11 :00 
「 乙 訓 の 里 ｣ 

１ 緊 急 時 の 危 険 防 止 に 関 す る 講 義 長 谷 川  修 

11：00～17：00 
｢ 乙 訓 の 里 ｣ 

5.5 

基礎的な介護技術に関する講義[0.5h]／コミュニケーション

の技術に関する講義[0.5h]／外出時の介護技術に関する実習

[2h]／基礎的な介護とコミュニケーションの技術に関する実

習[2.5h] 
「 車 椅 子 で の 外 出 介 護 実 技 実 習 」 
 
・「外出介護」についての概要講義&演習（11:00～12:30） 
 

・受講生でグループに分かれての実習 

（13:00～17:00） 
▽車いすの取り扱い方▽車いす移動介助時の注意点（雨天）▽平

地▽階段▽エレベーター▽エスカレーター▽交通機関▽歩行移動

時の介助方法の留意点等 

講

義 

・ 

演

習 

・ 

実

習 

三宅・山条 

坂本・畑・石田 

久保田・長谷川 

小原・森村・ 

玉谷・田中 

並川・富木 

藤原・名髙 

中川・中山 

岡田・山本 

西田・辻本 
( いずれかが担当 )  

17：00～17：３０ 
｢ 乙 訓 の 里 ｣ 

― 研修の振り返り・感想 

 

 


